
 

 

              
 

    

       正しい表示方法を知ってください。 
 

 一般用生鮮食品にも表示が義務付けられています。卸、仲卸でも、容器 

包装、送り状又は納品書等で、確実に情報を買い手側に、伝達してください。 

 

   

水産物には、無包装・包装で義務表示が違いますが、名称・ 

原産地・解凍・養殖の表示は、共通に必要です。 

切り身・むき身にした生食用鮮魚介類で容器包装に入れられたもの

は、これに加えアレルゲン･保存方法･消費期限 

又は賞味期限・添加物・加工者の氏名 

又は名称と所在地・生食用の表示が必要です。 
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注意）①名称は、ブランド名（商品名）を使用できません。（「魚介類の 

名称のガイドライン」をご参照下さい。） 

 ②原産地は、輸入品にあっては、原産国名を表示します。国産品に

あっては、水域名（水域の表示が困難な場合は、水揚げした港、 

水揚げした港が属する都道府県名）を表示します。国産品の養殖品

は、地域名（主たる養殖場が属する都道府県名をいう。）を表示しま

す。 

        

 

   

生食用・加熱加工用で義務表示が違います。下記の表示が必要です。 

表示事項 生食用 加熱加工用 

名称 〇 〇 

原産地 （〇）注③参照 〇 

アレルゲン 〇 〇 

保存方法 〇 〇 

消費期限又は賞味期限 〇 〇 

添加物 〇 〇 

加工所の所在地及び加工者の氏名

又は名称 

 

〇 

 

〇 

生食用であるかないかの別 〇 〇 

採取された水域 〇 ― 

解凍した場合その旨 〇 〇 

 

  注）③生食用かきは、採取水域を表示することで原産地表示に代える 

ことができます。 

④生食用のかきについては食品衛生法で保存方法の基準（10℃以下

（生食用冷凍かきは－15℃以下））と決まっています。 
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